
【目的】臨学共同の実践として、全国小児歯科開業医会（JSPP）が、全国
の小児歯科に関連する研究者（開業医を含む）あるいは研究機関を対
象とした研究助成を行い、小児歯科の臨床に直結した研究結果を得
ることを目的とする。
【名称】本事業の名称を『JSPP 研究助成事業』とする。
【委員会】本事業を遂行するために本理事会内に「研究助成委員会」を
設ける。委員会は委員５名以内で構成する。
【研究課題】小児歯科の臨床に携わる臨床医からの公募を元に、研究
助成委員会が研究課題を検討、立案し、理事会の承認を得る。 公募に
対する応募者が不在のときは研究助成委員会が研究課題を企画する
ことができる。
【研究期間】研究期間を１年～２年とする。
【研究助成金】本事業の財源は月刊「小児歯科臨床」編集協力金を基に
していることを認識し、本理事会において、当年度の研究助成金（年
額）の上限額を決め、総会において承認を必要とする。
【採用】研究者（団体）は、原則として、１名（１団体）とし、研究助成委
員会が推挙し、理事会において採用を決定する。 採用通知は、本会会

長名で文書にて行う。
【研究者選定】研究助成委員会が研究者（団体）を理事会に推挙する。 
研究助成委員会が推挙するにあたり、研究者（団体）は「研究概要」を
提出しなければならない。 また、研究者（団体）は、大学における倫理
審査委員会、もしくは日本小児歯科学会医療倫理審査委員会または
JSPP 倫理委員会の承認を受けなければならない。
【対応】研究依頼後の研究者（団体）と本会との窓口は、研究助成委員
会とし、諸事に対応する。 また問題が生じた場合は、すみやかに会長
に報告しなければならない。
【研究報告】研究者（団体）は、本会総会の学術講演として研究の詳細
を発表し、月刊「小児歯科臨床」に研究報告として、論文を発表しなけ
ればならない。 また２年間の研究課題では、１年目に研究の経過報告
を（研究助成委員会）に行わなければならない。
【研究発表】本研究助成を受けた研究課題に関して、本会の承諾なし
に発表および投稿を行うことを妨げるものではないが、本会の研究
助成を受けたことを明記しなければならない。
【附則】本規約の改定は、平成 27 年 10 月 10 日に施行する。

参考資料：JSPP 研究助成事業規約

◆対象となる研究
１．口腔機能に関係したもの
２．小児歯科臨床に有益なもの

◆研究助成額
1研究につき上限 200,000円
• 研究期間（1年・2年）にかかわらず同額です。
• 研究助成の対象は、原則として1研究です。

令和 9年度 JSPP 研究助成の対象の研究を募集します。みなさん、奮ってご応募ください。
一般社団法人 全国小児歯科開業医会（JSPP）会長　土岐 志麻

下記の項目を記入のうえ、E-mail または FAXでお申し込みください。

◆研究テーマ　 

◆研究分類　いずれかの番号に◯をつけてください。
１．口腔機能に関係したもの
２．小児歯科臨床に有益なもの

◆研究の主体団体

◆研究の概要　

◆研究計画　いずれかの研究期間に◯をつけてください。
希望する研究期間　1年・2年

募集
内容

書類
送付先

JSPP研究助成事業委員会
田中 克明
田中こども歯科医院内

E-mail：tanako@joy.ocn.ne.jp
FAX：0942-87-5351

応募しめきり 令和8年8月20日（木）

＊助成後の研究報告は、研究期間終了の翌年に •JSPP総会での学術講演
•月刊「小児歯科臨床」への論文掲載　　となります。


